
議第 64 号

下呂市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に係る基準に関する条例及び下呂市介護

保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関す

る条例の一部を改正する条例について

  上記の条例を別紙のとおり定めることについて、議会の議決を求める。

令和８年６月５日提出

下呂市長  山 内  登

提 案 理 由

「運営推進会議」の回数を減らすことで現場の負担軽減を図るため、当該条例の一部を

改正するもの。



下呂市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に係る基準に関する条例及び下呂市介護保険法に基づく指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例

（下呂市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に

関する条例の一部改正）

第１条 下呂市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基

準に関する条例（平成25年下呂市条例第９号）の一部を次のように改正する。

改  正  後 改  正  前

（準用） （準用）

第108条 第９条から第13条まで、第20条、第22

条、第28条、第32条の２、第34条から第38条

まで、第40条から第41条まで、第59条の11、

第59条の13、第59条の16及び第59条の17の規

定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第９条

第１項中「第31条に規定する運営規程」とあ

るのは「第100条に規定する重要事項に関する

規程」と、同項、第32条の２第２項、第34条

第１項並びに第40条の２第１号及び第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第59条の11第２項中「この節」とあるの

は「第５章第４節」と、第59条の13第３項及

び第４項並びに第59条の16第２項第１号及び

第３号中「地域密着型通所介護従業者」とあ

るのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、

第59条の17第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「小規模

多機能型居宅介護について知見を有する者」

第108条 第９条から第13条まで、第20条、第22

条、第28条、第32条の２、第34条から第38条

まで、第40条から第41条まで、第59条の11、

第59条の13、第59条の16及び第59条の17の規

定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第９条

第１項中「第31条に規定する運営規程」とあ

るのは「第100条に規定する重要事項に関する

規程」と、同項、第32条の２第２項、第34条

第１項並びに第40条の２第１号及び第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第59条の11第２項中「この節」とあるの

は「第５章第４節」と、第59条の13第３項及

び第４項並びに第59条の16第２項第１号及び

第３号中「地域密着型通所介護従業者」とあ

るのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、

第59条の17第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「小規模

多機能型居宅介護について知見を有する者」



改  正  後 改  正  前

と、「６月」とあるのは「３月（地域と十分

な連携が図られ、開かれた事業運営がされて

いると市長が認めるものについては、４月）」

と、「活動状況」とあるのは「通いサービス

及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」

と読み替えるものとする。

と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動

状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サ

ービスの提供回数等の活動状況」と読み替え

るものとする。

（準用） （準用）

第128条 第９条、第10条、第12条、第13条、第

22条、第28条、第32条の２、第34条から第36

条まで、第38条、第40条から第41条まで、第

59条の11、第59条の16、第59条の17第１項か

ら第４項まで、第99条、第102条、第104条及

び第106条の２の規定は、指定認知症対応型共

同生活介護の事業について準用する。この場

合において、第９条第１項中「第31条に規定

する運営規程」とあるのは「第122条に規定す

る重要事項に関する規程」と、同項、第32条

の２第２項、第34条第１項並びに第40条の２

第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業

者」と、第59条の11第２項中「この節」とあ

るのは「第６章第４節」と、第59条の16第２

項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護

従業者」とあるのは「介護従業者」と、第59

条の17第１項中「地域密着型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「認知症対応

型共同生活介護について知見を有する者」と、

「６月」とあるのは「３月（地域と十分な連

携が図られ、開かれた事業運営がされている

と市長が認めるものについては、４月）」と、

第128条 第９条、第10条、第12条、第13条、第

22条、第28条、第32条の２、第34条から第36

条まで、第38条、第40条から第41条まで、第

59条の11、第59条の16、第59条の17第１項か

ら第４項まで、第99条、第102条、第104条及

び第106条の２の規定は、指定認知症対応型共

同生活介護の事業について準用する。この場

合において、第９条第１項中「第31条に規定

する運営規程」とあるのは「第122条に規定す

る重要事項に関する規程」と、同項、第32条

の２第２項、第34条第１項並びに第40条の２

第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業

者」と、第59条の11第２項中「この節」とあ

るのは「第６章第４節」と、第59条の16第２

項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護

従業者」とあるのは「介護従業者」と、第59

条の17第１項中「地域密着型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「認知症対応

型共同生活介護について知見を有する者」と、

「６月」とあるのは「２月」と、第99条中「小

規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介

護従業者」と、第102条中「指定小規模多機能



改  正  後 改  正  前

第99条中「小規模多機能型居宅介護従業者」

とあるのは「介護従業者」と、第102条中「指

定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるの

は「指定認知症対応型共同生活介護事業者」

と読み替えるものとする。

型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症

対応型共同生活介護事業者」と読み替えるも

のとする。

（準用） （準用）

第149条 第12条、第13条、第22条、第28条、第

32条の２、第34条から第38条まで、第40条か

ら第41条まで、第59条の11、第59条の15、第

59条の16、第59条の17第１項から第４項まで、

第99条及び第106条の２の規定は、指定地域密

着型特定施設入居者生活介護の事業について

準用する。この場合において、第32条の２第

２項、第34条第１項並びに第40条の２第１号

及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定

施設従業者」と、第59条の11第２項中「この

節」とあるのは「第７章第４節」と、第59条

の16第２項第１号及び第３号中「地域密着型

通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特

定施設従業者」と、第59条の17第１項中「地

域密着型通所介護に知見を有する者」とある

のは「地域密着型特定施設入居者生活介護に

ついて知見を有する者」と、「６月」とある

のは「３月（地域と十分な連携が図られ、開

かれた事業運営がされていると市長が認める

ものについては、４月）」と読み替えるもの

とする。

第149条 第12条、第13条、第22条、第28条、第

32条の２、第34条から第38条まで、第40条か

ら第41条まで、第59条の11、第59条の15、第

59条の16、第59条の17第１項から第４項まで、

第99条及び第106条の２の規定は、指定地域密

着型特定施設入居者生活介護の事業について

準用する。この場合において、第32条の２第

２項、第34条第１項並びに第40条の２第１号

及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定

施設従業者」と、第59条の11第２項中「この

節」とあるのは「第７章第４節」と、第59条

の16第２項第１号及び第３号中「地域密着型

通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特

定施設従業者」と、第59条の17第１項中「地

域密着型通所介護に知見を有する者」とある

のは「地域密着型特定施設入居者生活介護に

ついて知見を有する者」と、「６月」とある

のは「２月」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）



改  正  後 改  正  前

第177条 第９条、第10条、第12条、第13条、第

22条、第28条、第32条の２、第34条、第36条、

第38条、第41条、第59条の11、第59条の15、

第59条の17第１項から第４項及び第106条の

２の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施

設について準用する。この場合において、第

９条第１項中「第31条に規定する運営規程」

とあるのは「第168条に規定する重要事項に関

する規程」と、同項、第32条の２第２項、第

34条第１項並びに第40条の２第１号及び第３

号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「従業者」と、第13条第１

項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所

の際に」と、同条第２項中「指定居宅介護支

援が利用者に対して行われていない等の場合

であって必要と認めるときは、要介護認定」

とあるのは「要介護認定」と、第59条の11第

２項中「この節」とあるのは「第８章第４節」

と第59条の17第１項中「地域密着型通所介護

について知見を有する者」とあるのは「地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につ

いて知見を有する者」と、「６月」とあるの

は「３月（地域と十分な連携が図られ、開か

れた事業運営がされていると市長が認めるも

のについては、４月）」と読み替えるものと

する。

第177条 第９条、第10条、第12条、第13条、第

22条、第28条、第32条の２、第34条、第36条、

第38条、第41条、第59条の11、第59条の15、

第59条の17第１項から第４項及び第106条の

２の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施

設について準用する。この場合において、第

９条第１項中「第31条に規定する運営規程」

とあるのは「第168条に規定する重要事項に関

する規程」と、同項、第32条の２第２項、第

34条第１項並びに第40条の２第１号及び第３

号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「従業者」と、第13条第１

項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所

の際に」と、同条第２項中「指定居宅介護支

援が利用者に対して行われていない等の場合

であって必要と認めるときは、要介護認定」

とあるのは「要介護認定」と、第59条の11第

２項中「この節」とあるのは「第８章第４節」

と第59条の17第１項中「地域密着型通所介護

について知見を有する者」とあるのは「地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につ

いて知見を有する者」と、「６月」とあるの

は「２月」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第189条 第９条、第10条、第12条、第13条、第

22条、第28条、第32条の２、第34条、第36条、

第189条 第９条、第10条、第12条、第13条、第

22条、第28条、第32条の２、第34条、第36条、



改  正  後 改  正  前

第38条、第40条の２、第41条、第59条の11、

第59条の15、第59条の17第１項から第４項ま

で、第106条の２、第153条から第155条まで、

第158条、第161条、第163条から第167条まで

及び第171条から第176条までの規定は、ユニ

ット型指定地域密着型介護老人福祉施設につ

いて準用する。この場合において、第９条第

１項中「第31条に規定する運営規程」とある

のは「第186条に規定する重要事項に関する規

程」と、同項、第32条の２第２項、第34条第

１項並びに第40条の２第１号及び第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「従業者」と、第13条第１項中「指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供

の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」

と、同条第２項中「指定居宅介護支援が利用

者に対して行われていない等の場合であって

必要と認めるときは、要介護認定」とあるの

は「要介護認定」と、第59条の11第２項中「こ

の節」とあるのは「第８章第５節」と第59条

の17第１項中「地域密着型通所介護について

知見を有する者」とあるのは「地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護について知見

を有する者」と、「６月」とあるのは「３月

（地域と十分な連携が図られ、開かれた事業

運営がされていると市長が認めるものについ

ては、４月）」と、第167条中「第158条」と

あるのは「第189条において準用する第158条」

と、同条第５号中「第157条第５項」とあるの

は「第182条第７項」と、同条第６号中「第177

条」とあるのは「第189条」と、同条第７号中

第38条、第40条の２、第41条、第59条の11、

第59条の15、第59条の17第１項から第４項ま

で、第106条の２、第153条から第155条まで、

第158条、第161条、第163条から第167条まで

及び第171条から第176条までの規定は、ユニ

ット型指定地域密着型介護老人福祉施設につ

いて準用する。この場合において、第９条第

１項中「第31条に規定する運営規程」とある

のは「第186条に規定する重要事項に関する規

程」と、同項、第32条の２第２項、第34条第

１項並びに第40条の２第１号及び第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「従業者」と、第13条第１項中「指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供

の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」

と、同条第２項中「指定居宅介護支援が利用

者に対して行われていない等の場合であって

必要と認めるときは、要介護認定」とあるの

は「要介護認定」と、第59条の11第２項中「こ

の節」とあるのは「第８章第５節」と第59条

の17第１項中「地域密着型通所介護について

知見を有する者」とあるのは「地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護について知見

を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、第167条中「第158条」とあるのは「第189

条において準用する第158条」と、同条第５号

中「第157条第５項」とあるのは「第182条第

７項」と、同条第６号中「第177条」とあるの

は「第189条」と、同条第７号中「第175条第

３項」とあるのは「第189条において準用する

第175条第３項」と、第176条第２項第２号中



改  正  後 改  正  前

「第175条第３項」とあるのは「第189条にお

いて準用する第175条第３項」と、第176条第

２項第２号中「第155条第２項」とあるのは「第

189条において準用する第155条第２項」と、

同項第３号中「第157条第５項」とあるのは「第

182条第７項」と、同項第４号及び第５号中「次

条」とあるのは「第189条」と、同項第６号中

「前条第３項」とあるのは「第189条において

準用する前条第３項」と読み替えるものとす

る。

「第155条第２項」とあるのは「第189条にお

いて準用する第155条第２項」と、同項第３号

中「第157条第５項」とあるのは「第182条第

７項」と、同項第４号及び第５号中「次条」

とあるのは「第189条」と、同項第６号中「前

条第３項」とあるのは「第189条において準用

する前条第３項」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第202条 第９条から第13条まで、第20条、第22

条、第28条、第32条の２、第34条から第38条

まで、第40条から第41条まで、第59条の11、

第59条の13、第59条の16、第59条の17、第87

条から第90条まで、第93条から第95条まで、

第97条、第98条、第100条から第104条まで、

第106条及び第106条の２の規定は、指定看護

小規模多機能型居宅介護の事業について準用

する。この場合において、第９条第１項中「第

31条に規定する運営規程」とあるのは「第202

条において準用する第100条に規定する重要

事項に関する規程」と、同項、第３条の30の

２第２項、第３条の32第１項並びに第３条の

38の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看

護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第59

条の11第２項中「この節」とあるのは「第９

章第４節」と、第59条の13第３項及び第４項

並びに第59条の16第２項第１号及び第３号中

第202条 第９条から第13条まで、第20条、第22

条、第28条、第32条の２、第34条から第38条

まで、第40条から第41条まで、第59条の11、

第59条の13、第59条の16、第59条の17、第87

条から第90条まで、第93条から第95条まで、

第97条、第98条、第100条から第104条まで、

第106条及び第106条の２の規定は、指定看護

小規模多機能型居宅介護の事業について準用

する。この場合において、第９条第１項中「第

31条に規定する運営規程」とあるのは「第202

条において準用する第100条に規定する重要

事項に関する規程」と、同項、第３条の30の

２第２項、第３条の32第１項並びに第３条の

38の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看

護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第59

条の11第２項中「この節」とあるのは「第９

章第４節」と、第59条の13第３項及び第４項

並びに第59条の16第２項第１号及び第３号中



改  正  後 改  正  前

「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看

護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第59

条の17第１項中「地域密着型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「看護小規模

多機能型居宅介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「３月（地域と十分

な連携が図られ、開かれた事業運営がされて

いると市長が認めるものについては、４月）」

と、「活動状況」とあるのは「通いサービス

及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」

と、第87条中「第82条第12項」とあるのは「第

191条第13項」と、第89条及び第97条中「小規

模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看

護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第106

条中「第82条第６項」とあるのは「第191条第

７項各号」と読み替えるものとする。

「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看

護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第59

条の17第１項中「地域密着型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「看護小規模

多機能型居宅介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動

状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サ

ービスの提供回数等の活動状況」と、第87条

中「第82条第12項」とあるのは「第191条第13

項」と、第89条及び第97条中「小規模多機能

型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模

多機能型居宅介護従業者」と、第106条中「第

82条第６項」とあるのは「第191条第７項各号」

と読み替えるものとする。

（下呂市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関

する条例の一部改正）

第２条 下呂市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準

に関する条例（平成25年下呂市条例第10号）の一部を次のように改正する。

改  正  後 改  正  前

（準用） （準用）

第65条 第11条から第15条まで、第21条、第23

条、第24条、第26条、第28条、第28条の２、

第31条から第39条まで（第37条第４項を除

く。）の規定は、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の事業について準用する。この場

合において、第11条第１項中「第27条に規定

第65条 第11条から第15条まで、第21条、第23

条、第24条、第26条、第28条、第28条の２、

第31条から第39条まで（第37条第４項を除

く。）の規定は、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の事業について準用する。この場

合において、第11条第１項中「第27条に規定



改  正  後 改  正  前

する運営規程」とあるのは「第57条に規定す

る重要事項に関する規程」と、同項、第28条

第３項及び第４項、第28条の２第２項、第31

条第２項第１号及び第３号、第32条第１項並

びに第37条の２第１号及び第３号中「介護予

防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは

「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第26条第２項中「この節」とあるのは「第

３章第４節」と、第39条第１項中「介護予防

認知症対応型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居

宅介護について知見を有する者」と、「６月」

とあるのは「３月（地域と十分な連携が図ら

れ、開かれた事業運営がされていると市長が

認めるものについては、４月）」と、「活動

状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サ

ービスの提供回数等の活動状況」と読み替え

るものとする。

する運営規程」とあるのは「第57条に規定す

る重要事項に関する規程」と、同項、第28条

第３項及び第４項、第28条の２第２項、第31

条第２項第１号及び第３号、第32条第１項並

びに第37条の２第１号及び第３号中「介護予

防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは

「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第26条第２項中「この節」とあるのは「第

３章第４節」と、第39条第１項中「介護予防

認知症対応型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居

宅介護について知見を有する者」と、「６月」

とあるのは「２月」と、「活動状況」とある

のは「通いサービス及び宿泊サービスの提供

回数等の活動状況」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第86条 第11条、第12条、第14条、第15条、第

23条、第24条、第26条、第28条の２、第31条

から第34条まで、第36条から第39条まで（第

37条第４項及び第39条第５項を除く。）、第

56条、第59条、第61条及び第63条の２の規定

は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の事業について準用する。この場合において、

第11条第１項中「第27条に規定する運営規程」

とあるのは「第80条に規定する重要事項に関

する規程」と、同項、第28条の２第２項、第

31条第２項第１号及び第３号、第32条第１項

第86条 第11条、第12条、第14条、第15条、第

23条、第24条、第26条、第28条の２、第31条

から第34条まで、第36条から第39条まで（第

37条第４項及び第39条第５項を除く。）、第

56条、第59条、第61条及び第63条の２の規定

は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の事業について準用する。この場合において、

第11条第１項中「第27条に規定する運営規程」

とあるのは「第80条に規定する重要事項に関

する規程」と、同項、第28条の２第２項、第

31条第２項第１号及び第３号、第32条第１項



改  正  後 改  正  前

並びに第37条の２第１号及び第３号中「介護

予防認知症対応型通所介護従業者」とあるの

は「介護従業者」と、第26条第２項中「この

節」とあるのは「第４章第４節」と、第39条

第１項中「介護予防認知症対応型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「介護予

防認知症対応型共同生活介護について知見を

有する者」と、「６月」とあるのは「３月（地

域と十分な連携が図られ、開かれた事業運営

がされていると市長が認めるものについて

は、４月）」と、第56条中「介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護

従業者」と、第59条中「指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」

と読み替えるものとする。

並びに第37条の２第１号及び第３号中「介護

予防認知症対応型通所介護従業者」とあるの

は「介護従業者」と、第26条第２項中「この

節」とあるのは「第４章第４節」と、第39条

第１項中「介護予防認知症対応型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「介護予

防認知症対応型共同生活介護について知見を

有する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、第56条中「介護予防小規模多機能型居宅

介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、

第59条中「指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者」とあるのは「指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業者」と読み替える

ものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



                        【参考資料】

下呂市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例及び下呂

市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に

関する条例の一部を改正する条例要綱

１．改正理由

「運営推進会議」の回数を減らすことで現場の負担軽減を図るため、当該条例の一部

を改正するものです。

２．概要

(１) 運営推進会議の開催回数を年６回（おおむね２月に１回）と定められているサー

ビスについて、年４回（おおむね３月に１回）とし、特に地域連携が図られている

と市長が認める場合は年３回（おおむね４月に１回）とします。

（第１条、第２条関係）

(２) この条例は、公布の日から施行します。

（附則関係）


